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東南海・南海地震に係る地震防災対策計画の作成状況調査 

 
１ 調査概要 

東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成１４年法律第９２号）

第７条に規定する対策計画及び第８条に規定する東南海・南海地震防災規程（以下併せて「対

策計画」という。）の作成状況について、前回調査（平成１６年６月１６日現在）に引き続き、

該当都府県から関係機関への聴取を含め平成１７年４月１日現在で把握している数を、都府県

別及び東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令（平成１５年政

令第３２４号）第３条に定める対策計画書を作成すべき施設又は事業別に調査しました。 

 

２ 調査結果 

（１） 計画作成状況（前回調査結果との比較） 

作成対象施設総数は 22,484 件で、前回より 458 件減少しました。届出総数は 18,149 件で

前回より 4,986 件の増加となり、届出率は前回より 23.3 ポイント増加しています。（別表 1

参照）。 

（２） 各都県別作成状況（別表２参照） 

（３） 消防関係の計画・規程の作成状況 

消防関係計画・規程数 １６，８７９件 [２１，１３８件] ・・・・７９．９％ 

（内訳）  消防計画 １２，９０９件 [１７，００４件] ・・・・７５．９％ 

        予防規程  ３，８１５件 ［３，９７９件］ ・・・・９５．９％ 

           防災規程    １５５件    [１５５件]  ・・・・ １００％ 

                     ※〔   〕内作成対象数に対する作成数の割合   

作成対象総数・届出総数・届出率の比較 

調査時点 作成対象施設総数(件) 届出総数(件) 届出率（％） 

（今 回） 

平成 17 年４月１日 
２２，４８４ １８，１４９ ８０．７ 

（前 回） 

平成 16 年 6 月 16 日 
２２，９４２ １３，１６３ ５７．４ 

増 減 －４５８     ４，９８６  ２３．３ 

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/050629_2-b.pdf
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/050629_2-b2.pdf


３ 今後の対応 
対策計画届出率は 80.7％に達しており、東南海・南海地震対策への事業者の取り組みも相当 

進んできています。しかし、作成対象施設等のうち、劇場・百貨店等、複合用途、鉱山、道路、

電気事業においては届出率が２５％～７７％と低く、本来届出率は 100％とする必要があること

から、引き続き対策計画作成の推進を図るため、今後とも各都府県、消防本部等を通じて作成

を強く働きかけていきます。 

【参考】対策計画を作成すべき者の存する地域 

推進地域として指定した２１都府県５０６市町村のうち、東南海・南海地震防災対策基本計

画で定める対策計画を作成すべき者の存する地域を含むのは、１６都府県２００市町村が該当

します。（平成１７年４月１日現在） 

〔対象都府県〕 

東京都、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、

徳島県、香川県、愛媛県、高知県、大分県、宮崎県 

 

 


